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「
み
ち
し
る
べ
」
あ
れ
こ
れ
（
２
）

　

海
軍
炭
鉱
・
国
鉄
炭
鉱
の
遺
跡
群
（
５
）

　
　

　
　

　
Ａ―
５
は
碑
の
裏
面
に
当
た
り
ま
す
が
、

「
大
正
七
年
一
月　

　
　
　
　
　
　
　
　

須
原
□
太
郎
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
一
九
一
八
年
、
今
か
ら
九
〇

年
前
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

次
に
、
Ｂ
は
新
原
バ
ス
停
前
の
交
差
点
角
に
立
っ

て
い
る
碑
で
、
猿
田
彦
と
並
ん
で
い
ま
す
。
創
業

記
念
碑
の
位
置
を
案
内
し
て
い
ま
す
。「
南
方
一
丁
」

の
右
に
も
文
字
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
読
み
取
れ
ま

せ
ん
。「
新
原
」と
書
い
て
あ
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

　

前
回
に
引
き
続
き
、「
み
ち
し
る
べ
」
の
紹
介
で
す
。

　

ま
ず
皿
山
公
園
の
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
の
裏
手

に
移
設
さ
れ
て
い
る
石
碑
（
Ａ
）
で
す
。
各
方
向
か

ら
の
写
真
を
４
点
と
一
部
を
拡
大
し
た
も
の
を
１
点

用
意
し
ま
し
た
。
Ａ―

１
は
右
面
と
左
面
を
同
時
に

見
る
方
向
か
ら
の
写
真
で
す
。
Ａ―

２
は
左
面
を
写

し
て
い
ま
す
。
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
　

　　　

Ａ―

３
は
同
じ
く
右
面
で
す
。
須
恵
停
車
場
は
現

在
の
須
恵
駅
の
こ
と
で
す
。
第
五
坑
は
志
免
で
、
今

の
ボ
タ
山
は
五
坑
ボ
タ
山
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
第

六
坑
は
旅
石
で
、
現
在
の
須
恵
高
校
付
近
で
す
。
Ａ

―

４
は
右
面
の
文
字
の
部
分
を
拡
大
し
て
い
ま
す
。

「　
　
　
　
　
　
　
　
　

□　

□

　

海
軍
炭
礦
創
業
記
念
碑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
方
一
丁
」

　

創
業
記
念
碑
の
あ
る
新
原
公
園
入
り
口
に
立
っ
て

い
る
の
が
Ｃ
で
す
。

「
表　

海
軍
炭
礦
創
業
記
念
碑　

在こ
の
え
ん
な
い
に
あ
り

茲
苑
内

　

左　

紳
士
淑
女
枉が

を
ま
げ
よ駕

　

裏　

昭
和
十
三
戍
寅
年
秋
十
一
月　
　
　

」

　

紳
士
淑
女
、
駕
を
枉
げ
よ
、
と
は
、
通
り
か
か
っ

た
人
は
立
ち
寄
っ
て
歴
史
を
偲
ん
で
く
だ
さ
い
と
い

う
意
味
で
し
ょ
う
。
Ｄ
は
新
原
公
園
内
に
移
設
さ
れ

て
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　「
前　

是
ヨ
リ
西
十
五
米

メ
ー
ト
ル

元
海
軍
採
炭
所
第
二
坑
竪

　
　
　

坑
趾

　

左　

昭
和
二
十
七
辰
年
八
月
建
之　

新
原
部
落
」

　

明
治
二
十
三
年
に
新
原
採
炭
所
が
置
か
れ
、
三
十

三
年
か
ら
海
軍
採
炭
所
と
名
前
が
変
わ
り
ま
す
。
第

二
坑
は
早
期
に
開
発
さ
れ
た
炭
坑
で
、次
第
に
志
免
・

旅
石
へ
と
移
り
、
昭
和
十
年
に
第
八
坑
が
開
発
さ
れ

ま
す
。

Ａ－１

Ａ－２ Ａ－３

Ａ－４

Ａ－５

ＢＤＣ

「　
　
　

上
須
恵
・
新
原
・
海
軍
四
坑

　
　

左

　
　
　
　

宇
美
・
太
宰
府　
　
　
　
　
　

」

「　
　
　

須
恵
停
車
場
・
植
木
・
旅
石

　
　

右

　
　
　
　

志
免
海
軍
五
六
坑　
　
　
　
　

」


